
改正素案に係る市町村・ 関係団体からの意見について 

 

１  市町村・ 関係団体への説明 

実施日 説明対象 人数 備考 

令和元年８ 月 27 日 市町村・ 関係機関担

当者 

42 名 市町村・ 農業委員会・ Ｊ Ａ・ 関係

機関を参集し た会議を開催 

令和元年９ 月 26 日 農協農政担当部課長 21 名 Ｊ Ａ 農政担当部課長会議 

令和元年 10 月 16 日 農業委員会会長・ 関

係機関の長 

24 名 農業会議の常設審議委員会 

 

 

２  市町村・ 関係団体への意見照会 

（ １ ） 照 会 先 

市町村、 農業委員会、 農業関係団体 計 93 機関 

（ ２ ） 実施期間   

令和元年 10 月８ 日から 10 月 23 日まで 

（ ３ ） 実施結果 

ア 提出さ れた意見の件数 ６ 件（ 市町村１ 件、 農業団体５ 件）  

イ 提出さ れた意見の内容 

 ○ 基本理念に新たな理念を追加し た場合、 書き方によって「 市街地及びその周辺に

ある農地を特に保全していく 」 と の誤釈を生ずる可能性がある。  

 ○ 条文化する際は、「 まと まり のある優良な農地」 と「 市街地及びその周辺にある農

地」 の重複がないよう に、 また県民、 特に農業者にと って分かり やすい条文と し て

いただきますよう 、 お願い致し ます。  

 ○ 都市農業の持続的な発展に関する施策を総合的・ 計画的に推進するよう お願いす

る。  

 ○ 都市農地保全に関する理念を県が明確に示し 農地の減少などを食い止められるよ

う 期待する。  

 ○ 今回の条例の改正素案にある「 市街地及びその周辺にある農地」 の保全を明記す

ること に対し ては、 賛同します。  

 ○ 「 生産緑地をはじ めと し た市街化区域の農地を保全する県の姿勢を明確に示す」

と いう 県の姿勢に異論あり ません。  

 

資料３  










